
令和８年度 揖斐川町結婚新生活支援金  チェックシート 

 

 

☑ 補助を受けるにはすべてに当てはまる必要があります。 

 

 項目 チェック 

支給条件 

令和８年１月１日～令和９年３月３１日の期間に婚姻届を提出

した。 
□ 

夫婦ともに婚姻日時点の年齢が夫婦ともに３９歳以下である。 □ 

夫婦ともに揖斐川町に住民登録があり、その住所と補助対象の住

居の所在地が同一である。 
□ 

夫婦の所得合算額※が 500 万円未満である 

 

夫 
① 所得額 

（        ）円 

② 奨学金返済額 

（         ）円 

妻 
③ 所得額 

（        ）円 

④ 奨学金返済額 

（         ）円 

※夫婦の所得合算額 ＝ （① - ② ＋ ③ - ④） 

 

□ 

夫婦ともに３年以上揖斐川町内に居住する意思がある。 □ 

夫婦ともに町税およびこれに準ずる納付金を滞納していない。 □ 

補助対象 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日の期間に、住居費(新築・

購入・賃貸)、リフォーム費、引越費の支払いをした。 
□ 

住居費(新築・購入・賃貸)、リフォーム費、引越費の契約者は夫

婦双方またはいずれかである。 
□ 

住居費について、国や町が行う他の公的制度による補助を受けて

いない。 
□ 

夫婦双方が過去に本町や他市町村で、本支援金またはこれに類す

る支援金を受けていない。 
□ 

費用の支払いは夫婦双方またはいずれかである。 □ 

婚姻前に契約したものは、婚姻日からさかのぼって１年以内であ

る。 
□ 


